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議会改革特別委員会検討内容（令和７年１０月２８日） 
 

 特定事件「議会改革について」、令和７年９月２４日開催の委員会での議会事務局からの参考意見における答弁保留の答弁を行った後、検討事項

の各項目について、項目ごとに意見交換を行いました。 

 

各会派の意見 

 ○ → 賛成・またはどちらかと言えば前向き × → 反対・またはどちらかというと後ろ向き Ｐ → 検討中 

 

《①議員定数について②議員報酬の在り方について③政務活動費の在り方について》 

① 議員定数について 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
提案会派 ○？ Ｐ × × 

１万人に１人という目安、市民
にとって分かりやすい指数、基
準を設定したい。それによって
市民からの要望も減ると思う。 
例えば、現在の人口であれば26
人。まとまれるなら、削減数は
１人でも２人でもよい。 

提案会派の意見はよく分かる。
定数については、国も議題に挙
がっている。国会議員が減るの
であれば地方議員も、という話
は当然あると思う。 
基準、目安を設けるのはよいよ
うに思う。１万人に１人がよい
かは都度検討が必要。 

定数の考え方は議会によってば
らつきがある。何人がいいの
か、会派で結論が出ない。他の
様々な意見を聞きたい。 

定数削減は議員になりたい人に
とっては、逆にハードルにな
る。 
すでに一定の削減をしてきたと
いう観点から、現状維持でよい
と考えている。 
一方で、議員は何人必要なのか
という議論を行うことは重要で
あり、その点は賛成。 

定数の議論をすることはよい
が、多様性や少数意見を反映す
るという点から、現状維持でよ
い。 

② 議員報酬の在り方について 

提案会派 ○？ Ｐ × × 
定数を減らした分を議員報酬に充
てることを考えてもよいのではな
いか。 
今まで定数を削減しても報酬は変
えてこなかったが、ここで手を打
つことによって、議員のなり手対
策にもなるのではないか。 

数十年変わっていないのは、最
近の物価上昇等を踏まえるとお
かしい気はする。 

検討中。 市の予算規模が膨らんでも議会
費は変わっていない。 
物価高の状況ではあるが、決し
て少ない報酬ではない。市民に
寄り添うという意味では、上げ
る必要はないのではないか。 

政務活動費を報酬にという話だ
と、領収書の必要もなくなって
くるので、政務活動費とは別で
考える。 
政務活動費を現状維持とするな
ら、議員報酬も現状維持でよ
い。 
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③ 政務活動費の在り方について 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
提案会派 Ｐ Ｐ × × 

政務活動費は第２の報酬と言われ
ている。 
定数を維持するのであれば報酬を
下げる、政務活動費を下げること
を着手することで、市財政に対す
る議員の姿勢を市民に示せるので
はないか。 
今後の結果は別として、検討の過
程、各会派の考え方を市民に示す
ことは意味があると思うので、し
っかりと示していきたい。各会派
の考えを聞いて、まとまれるとこ
ろがあれば実行していきたい。 

①、②、③は別のものだと思う
が、一緒に考えないといけない
ものだとも思う。会派の中でも
様々な意見があり、まとまって
いない。 
例えば、第三者（専門家）から
意見を聞くことができると、検
討の参考になる。 
 

検討中。 第２の報酬という話があるが、
そうならないように制度設計さ
れている。草加市は領収書を全
部公開し、案分もしている。報
酬にならない使い方で活用して
いる草加市の透明度の高い運用
は財産だと思う。報酬と一体で
議論するほうがおかしいと思う
ので反対。 
 
全体として、第三者から、例え
ば大学の教授、有識者から意見
を聞く場を１回つくるべきでは
ないか。 

政務活動費を報酬にという話だ
と、領収書の必要もなくなって
くるので、政務活動費とは別で
考える。 
政務活動費を現状維持とするな
ら、議員報酬も現状維持でよ
い。 

 

《④代表質問及び特別委員会における質問時間について》 

④ 代表質問の質問時間について 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
提案会派 ○ Ｐ × ○ 

会派の人数による時間配分を行
う。 
次回また提案する。 

会派人数に応じた時間設定を行
う。 

差をつけるという考えも理解で
きるが、会派を代表しての質
問、少数意見の反映という点も
あるので、結論は出ていない。 

一問一答方式に合わせる質問時
間にすることでよい。 
提案は１会派80分。 

提案趣旨については一定の理解
をしている。ただ、単純に人数
を割るのではなくて、ベースと
なる時間を確保の上、人数に応
じて差をつけていく手法であれ
ば、人数の少ない会派でも一定
の時間を確保できると考える。 

④ 代表質問の在り方について（一問一答方式の導入） 

提案会派 提案会派 ○ 提案会派 ○ 
一問一答方式で行うのがよい。  一問一答方式を導入することは

理解できる。 
提案としては従来方式との選択
制としていたが、まとまれるの
であれば一問一答方式にするこ
とでよい。 

一問一答方式のほうがよい。 
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④ 特別委員会の質問時間について 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
提案会派 × × × × 

次のとおり提案する。１日当た
りの会議時間420分から昼休憩
60分、15時休憩20分、総括説明
60分を引いて後の残りの340分
を委員数で除する。仮に委員数
が11人だと１日の一人当たりの
時間が約25分となる（答弁時間
含まない）。正・副委員長の持
ち時間は半分にする。 
これを会派間では共有できるこ
ととする。 
この方法が最も公正・公平な時
間配分と考える。 
他のルールについても考えた
が、結論は出なかった。委員長
判断でとなると、結局それで質
問をしばることになるので、決
められた時間の中で端的に質問
していくほうがよいと思った
が、別のルール、手法というの
があるならお伺いしたい。 

提案会派から示された時間の計
測方法については理解した。 
ただ、１人当たりの時間をしば
るのはよくない、というのが会
派での結論。 
一方で、委員会の中で１人の委
員が何回も何回も続けて質問し
たり、すでに説明のあった事項
を改めて聞いたりする行為が続
いていることは事実と認識して
いる。それについては、時間と
は別のルールを設けられないか
とは思う。 

現状で問題ない。 
検討の余地はある。 

不足しているのであれば議論は
必要だが、現状設定期間中に終
了できている。 
若手議員が質問しにくい環境と
なっている点にフォーカスする
のであれば、例えば最初に若手
議員が質問できる運用にする等
の配慮で解決できるのではない
か。 
時間をしばることだけが問題解
決策ではないと思う。 
同じ質問を繰り返す等について
は各議員が認識していかなけれ
ばならない問題だと思う。 

極端に狭めるようにはならない
ほうがよいと思うので、誰もが
質問しやすい環境になるような
手法について議論したい。 
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《⑤会派の在り方について》 

⑤ 会派の在り方について（要件について） 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
提案会派 ２人 ２人 ２人 ２人 

現状なら３人と提案したが、そ
れなりのルールを設定していく
のであれば、２人のままでもよ
い。 
ルールを設定する場合、組合議
会の選出についても同様に考え
ていくことでよいか。 
過去、その時の団長会等で都度
決めてきていてあやふやになっ
ているので、ある程度明文化す
ることで公平になるのではない
か。 

現状維持（２人）。 
ある程度のルールを決める、明
文化するかどうかは別として、
決めておいたほうが分かりやす
いと考える。 

２人以上。 
三役の選出については検討の必
要があると思う（明文化）。 

三役に選出については運用の話
なので、ここで議論することで
もない。委員長ポストは、大会
派から選出していくということ
でまとまるならそれでもよい。 
組合議会議員の選出について
は、大会派が配慮したものとは
認識しているが、全会派に１枠
割り振り広く意見が出せる運用
なので、引き続き配慮していた
だきたいと思う。 

三役等々についてのルールを決
めていくことについては、交渉
会か団長会で決めていけばよい
と思う。 

⑤ 会派の在り方について（廃止について） 

× × × 提案会派 × 
廃止についての考えはない。 廃止についての考えはない。 廃止についての考えはない。 会派制を廃止し、全ての事項を

全員協議会で協議するほうが民
主的と考える。問題提起として
の意見である。 

廃止についての考えはない。 

 

《⑥災害発生時の対応及び議会ＢＣＰの検討について》 

⑥ 災害発生時の対応及び議会ＢＣＰの検討について 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
提案会派 提案会派 ○ ○ ○ 

現行の対応要領を再検討して、
中身のあるものにしたい。 

原案、たたき台を出させていた
だく。その上で協議を重ねた
い。 
なるべく早く策定したい。 

地域性を考慮して見直すべきと
ころは見直して、早急に検討を
進めたい。 

なるべく早くできればよい。 作成に向けて進めていきたい。 
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《⑦委員会の設置及び見直しについて》 

⑦ 議会広報委員会の見直しについて 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
提案会派 ○？ × 提案会派 ○ 

現状の議会広報委員会の活動は
一定の制限があるので、議会運
営委員会に戻していくほうがよ
い。 

現状、議会事務局に頼っている
部分が多く、当初の設置目的を
果たせているのかは疑問。まと
まるところでよい。 

現状のとおりでよい。 議会運営委員会に役割を戻すの
がよい。 

議会運営委員会に役割を戻して
もよいと思うが、今の市議会だ
よりが残るような形にはした
い。 
一方で、現状の議会広報委員会
は結構な頻度で開催しており、
手間もかかっている。議会運営
委員会で同様の活動ができるの
か懸念はある。 

⑦ 議会改革の委員会設置について、常任委員会の再編について 

まとまるところで まとまるところで まとまるところで 提案会派 まとまるところで 
議会改革の委員会を設置した場
合、議会運営委員会とのバラン
スはどうなるのか。また、常任
化して恒常的に活動する案件が
あるのか。 

バランスを考えないといけな
い。現状のまま+αで委員会数
が増えてしまうと負担が考えら
れる。 

検討中。 議会広報委員会が現状のままで
あれば増やす気はないので、全
体のバランスを考えた上での提
案となっている。 
今回の議会改革特別委員会で多
くの案件が出ており、改選まで
に議論が終わるのかという印
象。当初から議論する場があれ
ばよいという意味での提案とな
っている。 

状況に応じて検討することでよ
い。 
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《⑧議会基本条例及び政治倫理条例について》 

⑧ 議会基本条例について 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
Ｐ 提案会派 Ｐ 提案会派 ○ 

検討に時間がかかると思うの
で、提案会派から具体的な原案
を出していただきたいと思う。
他の事項を決着させてから検討
してもいいのかなと思う。 

他の事項もまとめてここに返っ
てくるものだと思う。たたき台
を作るのは構わない。重い案件
だが、策定に向けて意見を重ね
たい。 
協議を重ねた上で、時間がかか
るので見送るという結論になる
こともあると思う。 

たたき台を踏まえて検討した
い。 

日程がタイトになってきたの
で、議会事務局に資料要求した
い。 
（委員会として資料要求） 
議会基本条例を策定する場合に
必要となる、みんなでまちづく
り自治基本条例との整合性を調
整する場の設定、パブコメ実
施、執行部側との調整を踏まえ
たスケジュール、必要な議論・
調整に関する資料 

進めることには賛成なので、進
められるところから進めていき
たい。 

⑧ 政治倫理条例について 

Ｐ Ｐ Ｐ 提案会派 ○ 
上に同じ。    上に同じ。 

 

《⑨住民参画について》 

⑨ 住民参画について 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
○？ ○ 提案会派 ○ 提案会派 

提案会派からもう少し具体な内
容がほしい。 
子どもが対象の提案内容になっ
ているが、住民参画という観点
からすると偏っているように思
うので、内容の精査が必要では
ないか。 

基本的には賛成。 
詳細が不明なので、具体なもの
を出していただいた上で、検討
していきたい。 
 

対象について再検討したい。 
内容を精査して、次回出した
い。 

広報・広聴活動を議会運営委員
会に戻し、そこで積極的に取り
組めるようにしたらよい。 

小学生を対象に実施している事
業が現状あるので、それ以降の
年齢層に向けて実施するものが
あるといいという観点から提案
したもの。 
議会運営委員会で今後検討でき
るようになるのであればそこで
検討することでもよいし、特別
委員会で引き続き具体を検討す
るのであればそれでもよい。 
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《⑩通年議会について》 

⑩ 通年議会について 

草加自民党・無所属の会 SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 
Ｐ ○ Ｐ 提案会派 Ｐ 

仮に、今年度と前年度が通年議
会だった場合に、専決処分や常
任委員会での対応がどう変わっ
ていたのかというのを分かりや
すくまとめていただけると会派
で説明がしやすいので、可能で
あればお願いしたい。 
 

非常時でも議会が継続している
ということになるので、やった
ほうがよい。 
通年議会にした場合にどう変わ
るのか資料を作っていただける
のであれば、メリットの部分だ
けでなく、もしあればデメリッ
トの部分も示していただければ
と思う。 

検討材料がなく、結論は出てい
ない。 

イメージがしやすくなるように
資料を作ってみる。 

理解できていない部分もあるの
で、資料を見させていただいた
上で結論を出したい。 

 

  意見交換及び協議の結果、今後の取り扱いについて次のとおり決定しました。 

  ・①議員定数について②議員報酬の在り方について③政務活動費の在り方については、有識者から参考意見を聞くこととし、日程・人選につい

ては正・副委員長に一任していただくことを決定 

  ・④代表質問及び特別委員会における質問時間について、並びに代表質問の在り方については、代表質問は一問一答方式を導入することとし、

代表質問の時間については、次回の委員会で意見交換することとし、特別委員会については、質問時間とは別のルールの案を持ち寄っていた

だくことを決定 

  ・⑤会派の在り方については、人数要件は２人とし、人事に関する運用について明文化することについては次回の委員会で検討することを決定 

  ・⑥災害発生時の対応及び議会ＢＣＰの検討については、たたき台をＳＯＫＡ新政から提出していただくことを決定 

  ・⑨住民参画については、たたき台を公明党及び立憲民主党から提出していただくことを決定 

  ・⑩通年議会については、資料を市民共同から提出していただくことを決定 

 

  次回（第１０回）の議会改革特別委員会は、令和７年１１月２１日（金）午後１時から、第１・２委員会室で開催します。 


